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冬季に流行する感染症の予防について 

 

平素は、本校の教育に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

  さて、例年12月から流行するインフルエンザが今年は早くから増加傾向にあり、新型コロナウイルス

感染症とあわせての対策が重要となります。また、冬季に多発する感染性胃腸炎にも注意が必要です。 

  このため学校では日々の健康観察を行い、関係機関と連携し、感染予防と感染拡大の防止に努めている

ところです。 

 つきましては、御家庭におかれましても毎朝の健康観察に御協力いただき、下記のとおり感染予防等に

御留意いただくようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 冬季の感染症予防の基本  

（１）外出後等の手洗い、うがいを励行する。 

（２）加湿器等を利用し、室内の湿度を50～60％に保つ。 

（３）身体の抵抗力を高めるため、十分な睡眠と適度な運動、バランスの取れた食事を心掛ける。 

（４）状況に応じて、人混み等では適切にマスクを着用する。 

（５）室内ではこまめに換気を行う。 

（６）咳エチケット（咳・くしゃみをする際、他者に飛沫を飛ばさないよう、ティッシュ・ハンカチや 

袖等を使って、口や鼻をおおう。症状のある時はマスクを着用する。）に努める。 

 

２ 冬季の感染症流行期におけるお子様の健康管理について 

（１）登校前に発熱、咽頭痛、咳、鼻水、吐き気、おう吐、下痢等の普段と異なる症状がある場合は、

学校へ連絡のうえ御家庭で療養してください。 

（２）38℃以上の発熱がある場合は、状況に応じてかかりつけ医等に受診するようお願いします。 

 

３ 冬季に流行する感染症について 

インフルエンザ  

○ 症状：悪寒、頭痛、高熱（39-40℃）等の症状が急激に現れる。 

頭痛とともに咳、鼻水で始まる場合もある。 

その他、倦怠感、腰痛、筋肉痛、咽頭痛、鼻づまり、おう吐、下痢、腹痛等。 

○ 潜伏期間：１～４日（平均２日）。 

○ 感染者の咳、鼻水からの飛沫感染によるが、接触感染もある。 

○ 抗ウイルス薬によって早期に解熱した場合も感染力は残るため、発症後５日を経過するまでは家庭

での療養が大切である。 

 

新型コロナウイルス感染症 

○ 症状：発熱、咽頭痛、咳等。 

○ 潜伏期間：１～14日（多くは５～６日）。オミクロン株では２～３日。 

○ 飛沫感染、閉鎖空間でのエアロゾル感染、接触感染。 

○ エアロゾル感染対策として、換気の確保が有効である。 

○ 症状が軽快した後もウイルスが排出されるため、発症日から10日間のマスク着用が推奨される。 

○ 症状が改善せず続く場合（咳、倦怠感等のいわゆる後遺症）には、かかりつけ医に相談する。 



ノロウイルス感染症（感染性胃腸炎） 

○ 症状：おう吐、下痢、脱水等。 

○ 潜伏期間：12～48 時間。 

○ 手指や食品等を介しての経口感染。接触感染、飛沫感染。食品を介しての感染（食中毒）もある。 

○ 便中に多くのウイルスが排出されており、吐物の感染力も強く、乾燥してエアロゾル化した吐物か

らの空気感染もある。 

○ ウイルスがついた水や食物、手を介して、またはそこから飛び散って感染するので、患者やその吐

物・便と接触した場合は、手洗いを励行する。また吐物や便で汚染された場所の消毒を行う際には、

子どもを遠ざけ、部屋の換気を行い、使い捨ての手袋・マスク・エプロンを着けて対応する。 

○ 症状が軽快した後もウイルスが便中に３週間以上排泄されることもあり、手洗いを励行する。 

 

４ 出席停止の扱いについて 

（１）「インフルエンザ」と医師から診断を受けた場合は、出席停止とします。 

発症日を０日目とし、その後１日目から５日が経過し（計６日間）、かつ、解熱日を０日目として

２日（幼児は３日）が経過するまでは登校できません。１日のうち、発熱と解熱をどちらも認めた

場合は発熱とします。家庭で療養する期間（出席停止期間）は、下の表のとおりです。 

（２）「新型コロナウイルス感染症」と医師から診断を受けた場合は、出席停止とします。 

発症日を０日目とし、その後１日目から５日が経過し（計６日間）、かつ、症状が軽快した後１日

が経過するまで登校できません。家庭で療養する期間は、下の表のとおりです。 

（３）「ノロウイルス等による感染性胃腸炎」と診断され、医師から「周囲への感染を避けるために学校

を休むよう」指示された場合は、出席停止扱いとなります。 

医師から指示された期間は、家庭で療養してください。ロタウイルス、アデノウイルス等による

感染性胃腸炎の場合も同様です。 

（４）医師からインフルエンザ等の診断を受けた場合、医療機関発行の「診断書」は必要ありません。

学校からお渡しする「出席停止届」に保護者の方で記入していただき、担任へ提出してください。

御家庭にて療養後、体調が回復して登校する時に「出席停止届」を御持参ください。 
 

 

「出席停止期間」 

  インフルエンザ

発症日(０日) １日後 ２日後 ３日後 ４日後 ５日後 ６日後 ７日後

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能

解熱後 解熱後 解熱後 解熱後
１日目 ２日目 ３日目 ４日目

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止

解熱後 解熱後
１日目 ２日目

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止

　新型コロナウイルス感染症

発症日(０日) １日後 ２日後 ３日後 ４日後 ５日後 ６日後 ７日後

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能

１日後に 軽快後 軽快後 軽快後 軽快後

症状軽快 １日目 ２日目 ３日目 ４日目

した場合 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止

５日後に 軽快後

症状軽快 １日目

した場合 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止

最短基準

例１
１日後に

解熱した場合

発熱 解熱
登校可能

解熱
登校可能

最短基準

例１
症状あり 軽快

登校可能

例２
４日後に

解熱した場合

発熱 発熱 発熱 発熱

軽快
登校可能例２

症状あり 症状あり 症状あり 症状あり 症状あり

発症日から
数えて
10日間の
マスク着用
を推奨


